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要件の視角から見た中国法人格否認の法理

学位論文内容の要旨

  中国 新会社 法(2005年 10月27日改 正、2006年 1月1日より 施行。 以下、「会社法」という）

第20条第3項は、次のとおり規定している。すなわち、「会社の株主が会社法人の独立的地位及

び株主の有限責任を濫用して、債務を逃れ、会社の債権者の利益を著しく損なった場合は、会社

の債務に対して連帯して責任を負わなければならない」。この規定は、制定法の中で、もっとも明

確に会社法人格否認の法理を規定した立法例だと言われている。

  会社法人格否認の法理は、中国において、その施行から5年余りを経過したが、すでに深刻な

問題を抱えている。例えぱ、会社法第20条第3項を適用する場合、その要件である「法人格の濫

用」を認定する際に明確な基準がないため、会社法の基本原則に反して株主に責任を課した事例

がある。結果として、法の安定性が害された。

  しかし、この状況の中で中国においては、法人格否認法理の適用がますます拡大していく傾向

が見える。学説においても当該法理の適用の要件に対する認識が明確でないようである。この5

年間の裁判実務及び学説を見る限り、現在の中国における法人格否認法理の適用は、混乱に陥っ

ているといわざるを得ない。

  法人格否認の法理は、外国から導入されたものであるため、現在、中国において、この法理へ

の理解が未熟であることを否めない。特に、中国では会社法第20条第3項というーつの条文の形

で同法理を規定したから、同条を適用する際に株主による有限責任の「濫用」を解明しなければ

ならない。

  考察の手法として、人民法院が会社法第20条第3項を根拠として下した判例を、事案の主な事

実関係を基準に各事案を整序し、株主による有限責任の濫用とは何かを見出すものである。考察

の結果、中国において、今まで法人格否認の法理を適用して下した判決は、その類型は以下のと

おりである。すなわち、債権者詐害事例、株主による会社資金の流用事例、株主の義務不履行事

例 、会社法 の強行 規定違反 事例、 財産混同 ・法人格 混同事 例と契約 解釈事 例などが ある。

  判例の考察から分かるように、一部の判例は、株主に責任を課す際に、財産混同を要件として

判決を下した。また、株主による法人格濫用の目的を認定する際に財産混同ぬどといった要素も

持ち出した判決がある。しかし、財産混同とは、会社とその社員との間にその財産が外観上区別

しにくい状況を指すものであるから、会社の背後にある社員が取引上の債務を免れる等の目的の

存在は不要である。したがって、財産混同を代表とする形骸化（法人格混同）という要素は、濫

用 型 であ る 中 国の 法 人 格否 認 の 規定 の 枠 内 でい か に 位置 づけるか が大き な問題に なる。

  形骸化（財産混同など）事例を見れば、その事案の実質は次のことである。すなわち、＠株主

による会社財産の流用、◎契約相手方の確認、◎契約相手方からの不当利得返還請求であるとい

えよう。これらの＠～◎の事例は、一般私法の法理によって解決が可能である。したがって、形
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骸化事例は、その事案の実質に照らして一般私法の法理に委ね、会社法第20条第3項の適用はな

いであろう。

．会社法第20条第3項の内容を解明するために、その要件である「濫用」とはいかなるものかを

解明することがもっとも大事である。中国の判例の大部分は株主による有限責任の濫用が必要で

ある。これらの法人格濫用の目的は、主に＠債権者詐害、＠株主による会社資金の流用・子会社

又 は 姉 妹 会 社 に 移 転 、 ◎株 主に よる 法の 義務 不履 行 、＠ 会社 法の 強行 規定 違反 があ る。

  しかし、◎～＠事例について、株主の当該行為からは、必ずしも債務を逃れる目的を含まれて

いないといえる。要するに、人民法院は、株主による有限責任濫用の目的を要求したとしても、

その濫用目的の内容は容易に把握することができない。株主による有限責任濫用の目的は多種多

様なので、その濫用目的を列挙することは不可能である。他方、人民法院は濫用の目的を認定し

た と し て も 、 株 主 の 当 該行 為は 必ず しも 債務 逃れ の 目的 の存 在を 導く こと がで きな い。

  したがって、濫用の目的自体は容易に把握するものではないので、濫用の目的から会社法第20

条第3項の内容を解明することはできない。そこで、いかなる事実があれば濫用の目的が認定で

き る か に つ い て 、 法 人 格 否 認 の 法 理 に 対 し て 更 な る 考 察 が 必 要 で あ ろ う 。

  一方、日本においては、最高裁が提示した形骸化と濫用という法人格否認の法理の枠組みによ

らず、ドイツの学説を参考して理論上この法理を再構築することを試みる者がいる。この代表は

森本教授と江頭教授である。

  森本教授は、会社法の基本原則即ち会社財産の維持充実義務を建前に出して、この原則に反す

ることにより、会社が社員に対して有する損害賠償請求権を、会社債権者保護のために、債権者

も直接行使することを認めることを主張している。この主張に基づいて森本教授は、従来の法人

格否 認の 法理 に属 する 事例 を、 個別 的規 範解 釈事 例と 有 限責任濫用事例とに分けてい る。

  有限責任濫用事例について、森本教授は、財産混同、社員からの会社資本剥奪及び過少資本と

いう三つの場合があると主張した。

  個別的規範解釈事例について、森本教授は、これらの事例が一般私法の法理による解決ができ

るから、また、法人格の本質からは濫用の判断基準が見出せないことを併せて、この類型の事例

について法人格否認の法理の適用を必要としないと主張した。

  このように、森本教授は法人格否認の法理に対して理論上再構成を試みた。日本法上の理論構

築は中国にとっては有意義である。すなわち、法人格濫用の目的自体は容易に把握するものでは

ないので、濫用の目的から会社法第20条第3項の内容を解明することは困難である。そこで、同

条に対して理論上構築することを通して、どのような事実があれば法人格濫用の目的が認定され

るかは有意義な試みであろう。

  中国法の考察から以下のことが分かった。すなわち、今まで会社法第20条第3項の適用事例は、

取引法の範疇に属するから、事案の事実認定、契約自体の解釈、規範自体の解釈を通して妥当な

解決ができる。また、法人格否認の判例の大部分に占めた債権者詐害事例、会社財産流用事例に

ついて、中国契約法第74条の詐害行為取消権で解決可能である。また、出資の仮装払込みをした

株主に対して、会社債権者は中国契約法第73条の債権者代位権を適用して会社の債権を代位行使

することができる。

  このようにして、今まで会社法第20条第3項の適用事例は、既存の一般私法の法理による解決

が可能である。法人格否認の法理の適用範囲に残るものとしては、会社搾取と過少資本である。

すなわち、理論上、中国における法人格否認の法理の適用は会社搾取と過少資本に限られる。会

社搾取と過少資本はいずれも今までの判例から出ていないので、その適用要件をこれからの中国

の判例の発展に注目しながら研究を続けるであろう。
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学位論文審査の要旨
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学 位 論 文 題 名

要件の視角から見た中国法人格否認の法理

  法人格否認の法理とは，特定の事案について，会社の法人格の独立性を否定し，会社とその背
後にある社員とを同一視して，事案の衡平な処理を図る法理をいう。最高裁は，昭和44年の判決
（昭和44年2月27日民集23巻2号511頁）において，法人格の「形骸化」または「濫用」の場
合 に ， 会 社 の 法 人 格 が 否 認 さ れ る 場 合 の生 ず る こ と を 明 か に し て いる 。
  各国に類似の法理が存在しており，中国でも同様である。中国会社法(2006年1月1日施行）
第20条第3項は，「会社の株主が会社法人の独立的地位および株主の有限責任を濫用して，債務
を逃れ，会社の債権者の利益を著しく損なった場合は，会社の債務に対して連帯して責任を負わ
なければならない」とする。中国法には，「法人格の濫用型」の法人格否認の法理を明文の規定で
認めているという特徴がある。

  本論文は，中国の判例・学説には，法人格否認の要件に関する認識が十分ではない点があり，
しかも，判例では，法人格否認の法理の適用が拡大する傾向がみえることを指摘して，法的安定
性の観点から，その適用の要件を明確にする必要があるとする問題意識に基づき，中国法につい
て同法理の再構成を主張する。

  本 論文 は， 全7章か ら構 成さ れてお り， その 内容 は以下 のと おり であ る。
  第1章「序章」は，中国の判例・学説では，法人格否認の要件である「濫用の目的」が必ずし
も明確ではないことを指摘して，法的安定性の観点から，要件を明確にする必要があるという本
論文の基本的な問題意識を述べる。
  第2章「中国法人格否認法理（会社法第20条第3項）の立法史」は，立法時の中国の社会情勢
および立法の過程をたどり，同条は，株主が複数の会社を設立して相互に資金を移転することに
よって債務を免れるという事例等を想定した規定であること，立法に際して日本法が参照された
ことを明かにする。
  第3章では，法人格否認法理に関する中国の判例を検討する。その検討によれば，中国の判例
が法人格否認の法理を適用した事例は，債権者詐害事例，株主による会社資金の流用事例，株主
の義務不履行事例，会社法の強行規定違反事例，財産混同・法人格混同事例，契約解釈事例であ
る。しかし，本論文は，法人格を濫用して債務を免れる目的があることを要件とする中国会社法
第20条第3項を，財産混同・法人格混同の事例に適用することは困難であり，この点では，株主
による会社資金の流用事例等についても同様であることを指摘する。しかも，本論文は，判例の
検討に基づいて，「濫用の目的」自体は容易に把握できないことをカ説して，「濫用の目的」から
会 社 法 第 20条 第 3項 の 内 容 を 解 明 す る こ と に は 困 難 が あ る と 主 張 す る 。
  第4章では，中国の学説を検討し，学説でも中国会社法第20条第3項の要件についての理解が
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必ずしも十分とはいえないことを指摘する。

  そこで，中国会社法第20条第3項の立法時に，日本法が参照されたことを考慮して，第5章で

は，法人格否認の法理に関する日本の判例・学説を紹介・検討する。本論文は，日本の判例・学

説を検討して，日本では，最高裁が提示した「形骸化」と「濫用」という枠組みによらず，ドイ

ツの学説を参考にして，この法理の再構成を試みる有カな学説があることに注目する。この学説

は，従来の法人格否認の法理に属する事例を，「個別的規範解釈事例」と「有限責任濫用事例（財

産混同，会社搾取および過少資本）」とに分け，前者の事例については，一般私法の法理による解

決 が 可 能 で あ る か ら ， 法 人 格 否 認 の 法 理 の 適 用 を 必 要 と し な い と 主 張 す る 説 であ る。

  本論文は，この学説に依拠して，第6章おいて，中国会社法第20条第3項の適用事例は，事案

の事実認定，契約自体の解釈，規範自体の解釈を通して妥当な解決をはかることが可能な事例で

あり，法人格否認の判例の大部分に占める債権者詐害事例および会社財産流用事例については，

詐害行為取消権による解決が可能であり，また，仮装払込みをした株主に対しては，会社債権者

が債権者代位権によって会社の債権を代位行使することが理論上考えられることを明かにする。

  第7章「結章 」は，中国会社法第20条第3項の適用があるとされていた事例については，一般

私法の法理による妥当な解決が可能であること，この点では財産混同の事例についても同様であ

ることを強調して，同条の適用は，会社搾取および過少資本の場合に限られるのではないかとい

う 解 釈 を 示 唆 し つ っ も ， こ の 点 は 将 来 の 研 究 課 題 で あ る こ と を 指 摘 す る 。

  本論文の骨子は，中国会社法第20条第3項は，文言からは「法人格の濫用」の事例に限って適

用されるべきであり，したがって，中国の判例・学説がその適用を肯定する「法人格の形骸化」

の事例である「財産混同」の場合については適用を否定すべきであること，および，同条の要件

である「濫用の目的」の明確化には困難があることを強調して，「法人格の濫用」の事例全般につ

いて，一般私法の法理による妥当な解決が可能であるということにある。このような主張は，中

国の判例・学説とは全く異なる観点から，法人格否認の法理の再構成を志向するものであり，本

論文 は， 中国 の実 務・ 学 説に 対し て， 寄与 ・貢 献す るところが大き いものと推測される。

  本論文は，中国の判例の分析に際して，最高人民法院の判決のみならず、下級審判決をも検討

の対象として、その解決および裁判官の法律論のほかに，具体的な事案の問題状況にできる限り

迫る作業を行ない、中国の会社法人格否認の法理として問題となっている事例の実質を明かにし

ている。中国の法人格否認に関する総合的な判例研究として，本論文は高く評価されるべきであ

る。本論文の分析によれば，中国の法人格否認の法理として実際に問題となっているのは、財産

移転による責任財産の不当な減少という詐害行為類似の問題であり、形骸化の問題状況は、会社

財産の流用，契約の相手方の確定の問題である。本論文は，このことを明かにしたうえで，これ

らの問題については，一般私法の法理による妥当な解決が可能であるという解釈を主張する。中

国の判例・学説とは全く異なる観点から独自の解釈を主張する点で，本論文には，解釈論として

評価すべきものがあると考える。本論文は，法人格否認の法理に関する中国の判例・学説を詳細

に紹介して，中国の法人格否認の法理の全体像を明らかにしており，この点でも高い評価が可能

であろう。

  なお，本論文は，会社搾取および過少資本の事例について，中国会社法第20条第3項の適用が

ありうるという解釈を示唆する。しかし，これらの事例について中国の判例の蓄積が十分ではな

いことから，本論文では，その法的な扱いが必ずしも明確ではないようである。この点は，本論

文に残された課題であるが，法人格の濫用型の法人格否認の法理を明文の規定で認める中国法に

関する研究として，本論文が高い評価に値する研究であるという結論が変わることはないものと

考える。

  以上の理由に基づき，本論文は，学位申請者に博士（法学）の学位を授与するにふさわしい研

究であると判断した。
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